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水道事業者は、自らの施設の整備・改善、管理体制の見直し等のため、技術開発

や調査研究に対する投資を確保し、研究開発を推進する必要がある。

従来活発であった民間機関での技術開発は、経済状況の悪化に伴い、研究開発費

の抑制を余儀なくされているが、水道事業者も交えた産学官連携による課題解決型

の調査研究・技術開発の推進は、我が国の水道技術の発展はもとより、企業活動を

活発化する効果が期待される。このため、新たな技術のデモンストレーション、モ

デル事業の実施等により、民間機関等で開発された新技術の普及促進を図り、技術

開発の活性化を図る。

さらに、水道事業等においては職務の啓発活動を効果的に行って人材を確保する

、 、 、 、 、とともに より一層の人材活用のための職員教育及び訓練 国 民間機関 事業者

関連企業における研修の充実と有機的連携、研究の推進、人材の育成を行うための

技術水準認定の仕組み等の充実等が必要である。

７．関係者の参加による目標の達成

20世紀の拡張期においては、行政の役割が大きく、行政の主導と牽引のもと、水

道事業者や関係企業の努力によって我が国の水道が急速に発展してきた。利用者か

ら量的にも質的にも高いレベルの給水サービスが求められる昨今では、水道事業者

はもとより、ビル等の設置者、施設の管理者、行政（国、都道府県、市町村 、水）

道分野の技術者や研究者、水道関連の資機材等の製造業者、施工業者、維持管理業

者、コンサルタント等の民間事業者、市民団体やＮＰＯ等の参加のもとに、水道以

外の分野の関係者とも十分な連携を図ることが不可欠である。

図７－１ 関係者の参加による目標の達成


